未払賃金の立替払事業
様　式　第　１　号
認　定　申　請　書
　　千葉労働基準監督署長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ      スズキ イチロウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　鈴木　一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所　千葉県千葉市中央区弁天1234
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     〒260-0045　電話　043-6543-1234
次の事業主が、賃金の支払の確保等に関する法律第７条の中小企業事業主であって、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定を受けたいので申請します。
	①本　社（事業主）
	フリガナ
	ケイヨウデンセツコウギョウカブシキガイシャ
	〒260-0028
	電話（043）6543－5678

	
	（名称又は氏名）
	京葉電設工業株式会社
	
	

	
	（住　所）
	千葉県千葉市中央区新町1234
	
	

	②代　表　者
	（職　名）
	代表取締役
	〒260-0028
	電話（043）6543－8765

	
	フリガナ
	ヤマダ　ケンイチ

	
	（氏　名）
	山田　健一

	
	（住　所）
	千葉県千葉市中央区新町5678

	③事　業　場
	（名　称）
	京葉電設工業株式会社　
千葉営業所
	
〒260-0031

	電話（043）6543－9012

	
	（所在地）
	千葉県千葉市中央区新千葉1234

	④退職年月日
	令和8年3月31日

	⑤中小企業であること
	1年前（令和7年4月1日）
	の会社の資本の額又は出資の総額　30百万円
	□不明

	
	
	に会社が常時使用していた労働者数45人
	

	⑥1年以上の事業活動
	会社の事業活動の開始日 平成22年4月1日 事業活動の停止日 令和8年4月15日
	□不明

	⑦賃金未払
	□退職手当の未払 ☑定期給与（令和8年1月分以降）の未払
	□不明

	⑧手形の不渡等
	手形交換所取引停止処分(令和8年4月20日)
	手形の不渡日
	(令和8年4月18日)
	□不明

	
	
	
	(令和　年　月　 日)
	

	⑨債権者会議等の開催
	(令和8年4月25日)に☑開催された。　□開催される予定である。
	□不明

	⑩事業主の行方不明
	(　　　　年　　月　　日)以降、事業主が（□家族を残して　□家族を伴い　)行方不明である。
	□不明

	⑪賃金支払能力について
	不動産の状況及び不動産に対する抵当権の設定状況
	本社土地・建物について金融機関の抵当権が設定されており、売却しても未払債務を完済できない状況である。
	□不明

	
	動産（機械・在庫・製品等）の状況
	工事用車両及び工具類については大半がリース契約であり、換価可能な資産は僅少である。
	□不明

	
	売掛債権・預金・有価証券の状況
	預金残高はほぼなく、売掛債権についても回収困難な状況である。
	□不明

	
	他から借り入れて賃金を支払える可能性の有無
	金融機関からの追加融資は断られており、賃金支払資金の調達見込みはない。
	□不明

	⑫その他事業主の事業活動の停止の状況、再開の見込み及び賃金支払能力の有無に関することについて特記することがあれば書いてください。
	主要取引先の経営悪化により売上が急減し、資金繰りが悪化した。令和8年4月15日をもって事業活動を停止し、従業員全員を解雇した。設備及び資産の処分を進めているが、未払賃金を支払うための資力はなく、事業再開の見込みもない。

	⑬倒産についての裁判上の
手続開始の申立ての有無
	1　裁判所への申し立て
	2　□イ破産手続開始　□ロ特別清算開始　□ハ整理開始　□ニ再生手続開始　□ホ更正手続開始
	の申立てが(	)地方裁判所に対し(　　年　月　　日)に提出された。

	
	●無　○有　
○不明
	
	

	証明資料
	☑ 1　債権者会議等での清算決定を示す書類（写）

	
	☑ 2  不動産の状況及び不動産に対する抵当権の設定状況についての登記簿（写）

	
	☑ 3　経営諸帳簿（写） ☑ 4　賃金台帳（写）☑ 5　解雇辞令（写） ☑ 6　出勤簿（写） ☑7　労働者名簿（写）

	
	☑ 8　税・社会保険料の納入状況を示す書類（写）☑９　営業に関する届出書類（写）☑10　商業登記簿（写）

	
	☑11　その他（給与明細書、預金通帳写し）


上記の資料があれば、証明資料の該当番号の□をチェックし、この申請書とともに提出してください。
資料の提出は、原本を提示する方法又はその写を提出する方法のいずれでも結構です。
